
応 募 要 領 

公益社団法人 
農林水産・食品産業技術振興協会 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会の企画競争公告に基づく企画競争につ
いては、この応募要領によるものとします。 
応募に当たっては、本応募要領をよくご理解の上、本業務に関する全ての手続きを適

正に行っていただくようお願いします。 

1. 契約者
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会理事長 藤本 潔

2. 担当部局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1－2－1 日土地内幸町ビル２ 階
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(以下「JATAFF」という。)
SBIR フェーズ３事業執務室
電話：03-3509-1161 FAX：03-3509-1165
電子メールアドレス：sbir3@jataff.or.jp

3. 競争に付す事項
(1) 件  名  農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR ﾌｪｰｽﾞ 3基金事

業）にかかる経理支援委託業務 

(2) 仕 様 等   詳細は、別紙「応募企画提案書作成にあたって」（以下「応募企画提

案書作成要領」という。）のとおりとします。 

(3) 履行期間   令和７年４月１日 ～ 令和８年３月 31日まで

(4) 履行場所   別紙「応募企画提案書作成要領」によります。

(5) 予 算 額   30,000,000円(消費税及び地方消費税含む)以内とする。

4. 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。

なお、契約を締結する能力を有しない者とは、成年被後見人、被保佐人、被補
助人、未成年者のうち営業の許可を得ていない者をいいます。 

(2) 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後３年
を経過していない者でないこと。また、この者を代理人、支配人その他の使用
人として使用する者も同様とします。

(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
若しくは数量に関して不正の行為をした者

(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益
を得るために連合した者

(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない者を契約の

締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用
した者

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをされている者及び民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てをされている者でないこと。
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(4)  別紙「応募企画提案書作成要領」に記載する要件を有し、業務体制が整備され
ていることを証明出来る者であること。 

 
 

5. 応募する際の注意点  
(1)  委託先として選定された場合には、｢農林水産省中小企業イノベーション創出

推進事業費補助金交付要綱｣及び「農林水産省中小企業イノベーション創出推進
事業費補助金実施要領」並びに「農林水産省中小企業イノベーション創出推進
事業費補助金交付規程」等関係法令等の規定に従って受託業務を実施していた
だくことになります。 

(2)  全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を
行わないでください。 

(3)  偽りその他不正な行為の疑いがある場合には、必要に応じて農林水産省が、
現地調査等を実施する場合があります。 
なお、受託業務に係る取引先（委託先、外注（請負）先以降も含む。）に対

して、必要に応じ現地調査等を実施しますので、あらかじめ取引先に対して現
地調査が可能となるよう措置を講じていただきます。 

(4)  受託業務を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは受
託業務の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合
の契約（契約金額１００万円未満のものを除く。）に当たっては、農林水産省
から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の
相手方とすることは原則できません（受託業務の実施体制が何重であっても同
様。）。 

 
掲載アドレス：https://sbir3.jataff.or.jp/ 

 
6. 競争参加資格の確認等 
    本競争の参加希望者は、「応募企画提案書作成要領」に掲げる競争参加資格を有す

ることを証明するため、次に従い、応募申請書(以下「申請書」という。)及び応募企画

提案書等を提出し、競争参加資格の有無及び書類選考等を受けなければなりません。 
① 提出期間：令和７年３月12日（水）までの土曜日、日曜日及び祝日除く毎日午前 

９時から午後５時 
② 提出場所：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1－2－1 日土地内幸町ビル２ 階 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 
SBIR フェーズ３事業執務室 

③ 提出方法：持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る)願います。なお、電送等は
受け付けません。 

(1) 申請書は別紙「応募企画提案書作成要領」の様式１により作成願います。 
(2) 応募企画提案書等は別紙「応募企画提案書作成要領」の様式２により作成願いま 

す。 
(3) その他 
① 申請書、資料の作成及び提出に係る費用は提出者の負担となります。 
②  JATAFF は、参加希望者から提出された申請書及び資料(価格に関する情報を除
く｡)を競争参加資格の確認のほか、予定価格算定の際の市場調査のために参加
希望者以外の者から参考見積書の提出を依頼するに際し、製品及び規格情報を
提供するため、企画競争に影響を及ぼさないと認められる範囲において使用で
きるものとします。 

なお、JATAFFは、上記以外に参加希望者から提出された申請書及び資料を使
用する必要が生じた場合は、あらかじめ参加希望者の許可を得るものとしま
す。 

③ 提出された申請書及び資料は返却しません。 
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めませ 

ん。 
 

7. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

https://sbir3.jataff.or.jp/


(1)  競争参加資格がない旨の通知を受けた者は、JATAFFに対して競争参加資格が
ないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めるこ
とができます。 

① 提出期限：令和７年３月21日（金） 午後５時 
② 提出場所：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1－2－1 日土地内幸町ビル２ 階 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 
SBIR フェーズ３事業執務室 

③ 提出方法：書面は持参又は郵送(必着)願います。なお、電送等は受け付けませ
ん。 

(2)  JATAFF は、説明を求められた時は、令和７年３月28日（金）までに説明を求め
た者に対し、書面により回答します。 
 

8. 応募要領等に対する質問・問い合わせ先 

(1)  応募要領等に対する質問等がある場合には、次に従い電子メールにより提出
願います。 
① 提出期限：令和７年３月５日（水）までの土曜日、日曜日を除く毎日午前９時か

ら午後５時 
② 提出場所：公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 

SBIR フェーズ３事業執務室 
電子メールアドレス：sbir3@jataff.or.jp  

 

(2) 質問等に対する回答は必要に応じて参加希望者全員にその内容を通知します。 

 
9. 契約相手方の決定方法(書類及び面接審査の実施) 

提出された企画書等を基に JATAFFに設置する企画競争審査会において、審査基準に
基づき審査し、最も優秀な企画書等を提出した１者を契約相手方とします。承認され
た相手方には書面により令和７年３月25 日（火）(予定)までに決定通知を送付します。 
なお、応募企画提案書等の審査に当たっては、書類及び面接審査を実施します。面

接審査は令和７年３月18日（火）を予定しておりますが、時間及び会場等詳細は
JATAFFより別途指示します。 

 
10.  企画書等の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者、虚偽の資料を提出した者、求められる義務
を履行しなかった者、その他企画競争に関する条件に違反した者の提出した応募企
画提案書等は無効となります。 

 
11.  契約書の作成 

別添「委託契約書(案)」に基づき、委託契約書を作成するものとします。 
 
12.  その他 

契約等の手続きにおいて使用する言語及び通貨 
日本語及び日本国通貨に限る。 
申請書及び資料に虚偽の記載を行った場合は、物品供給契約等に係る取引停止を行
うことがあります。 



委託契約書（案） 
 

委託者 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会理事長 藤本 潔 （以下「甲」とい

う。）と受託者                      （以下「乙」という。） は、「農

林水産省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIRフェーズ３基金事業）にかかる経理支援委託業

務」について、次のとおり委託契約を締結する。 

 

（実施する委託事業） 

第 1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。 

（１） 委託事業名 

「農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIRフェーズ３基金事業）にかかる

経理支援委託業務」（以下「本委託事業」という。） 

（２） 本委託事業の内容及び経費 

別添委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり  

（３） 履行期間 

令和７年４月 １日 ～ 令和８年３月 31日 

 

（本委託事業の遂行） 

第２条 乙は、本委託事業を、第１条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなけ

ればならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

２ 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づ

く業務を行わなければならない。 

 

（委託費の限度額） 

第３条 甲は、本委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、 

金          円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を超えない範囲内で乙に支払うもの

とする。（注）「消費税及び地方消費税の率」は、成果の引渡し時点の消費税法（昭和63年

法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による税率を適用する。 

２ 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければな

らない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

 

（再委託） 

第４条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に再委託してはならな

い。 

なお、主たる部分とは、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分をいう

ものとする。 

２ 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に再委託することを必要とする

ときは、甲に事前に委託事業再委託申請書を提出し、その承諾を得るとともに、別紙１｢委託

事業の再委託に関する特約条項｣に従って行うものとする。ただし、再委託ができる業務は、

原則として委託費の限度額に占める再委託金額の割合が50パーセント以内の業務とする。グ

ループ企業との取引であることのみを選定理由とする委託、外注（再委託及びそれ以下の委

託を含む）は認められない。 

 

（実績報告） 

第５条 乙は、本委託事業の実施期間中の毎年度末までに当年度の実施期間中の委託事業実績

報告書（別紙様式第２号）を甲に提出するものとする。 

なお、本委託事業を中止し、又は廃止したときは、速やかに本委託事業の成果を記載した

委託事業実績報告書（別紙様式第２号）を甲に提出するものとする。 

２ 乙は、前項の実績報告書を甲に提出するに当たっては、併せて、第19条で規定している帳



簿類及び証拠書類等を提出するものとする。 

 

（検査） 

第６条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契

約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地によ

り検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検

査を行うものとする。その際、農林水産省も現地調査を行う場合がある。 

また、受託業務にかかる取引先（委託先、外注先及びそれ以下の委託先、外注先を含む）に

対しても、同様の現地調査等を実施することがある。 

２ 甲が前項に規定する検査により、当該委託事業の全部又は一部が本契約に違反し又は不当

であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合にお

いては甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した場合は、甲は遅滞な

く当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを再度検査を行うものとする。 

 

（委託費の額の確定） 

第７条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたと

きは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 

２ 前項の委託費の確定額について、本委託事業に要した毎年度の経費の実支出額合計は第３

条第１項に規定する委託費の限度額を超えることができない。 

 

（委託費の支払） 

第８条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した

日の翌月の末日までに支払を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が委託事業遂行のために必要な経費を受けようとするときに

は、概算払を請求することができ、甲は、これを適当と認めたときは、概算払をすることが

できるものとする。 

３ 乙は、前二項の規定により委託費の請求をするときは、請求書（別紙様式第３号）を甲に

提出するものとする。 

 

（過払金の返還） 

第９条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第７条第１項に規定する委託費の確定額を超える

ときは、その超える金額について、甲の指示により返還するものとする。 

 

（所得財産の制限） 

第10条 乙は、この委託事業内容からみて、１点100,000円以上の備品、製造品等を購入及び管

理してはならない。 

 

（本委託事業の変更、中止等） 

第11条  甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得てこの契約の

内容を解除又は変更できるものとする。 

（１）  本委託事業の実施の中途において、委託費の限度額、履行期間又は委託事業計画書に

定められた委託事業の目的の変更を行う必要が生じたとき。 

（２） 著しい経済情勢の変動、天災地変その他やむを得ない事由により、この契約に定める

条件で契約の一部の履行が困難となったとき。 

２ 履行期間が事業年度を超える契約において、日本国政府の予算又は方針の変更等によりこ

の契約の変更を行う必要が生じた場合には、甲はこの契約の内容を変更できるものとする。 

３ 第１項の規定により契約を解除するときは、第７条から第９条の規定に準じ精算するもの

とする。 

４ 乙は、第１項により契約を解除し、又は契約の一部を変更する場合は、委託事業中止申請

書（別紙様式第４号）を甲に提出し、承認を得るものとする。 



 

（委託事業計画の変更） 

第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、第１条に規定する委託事業計画書に記載された事

項を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書（別紙様式第５号）を甲に提出

し、その承認を受けなければならない。 

  ただし、委託事業計画書７の収支予算の支出の部の区分欄に掲げる経費の相互間における 

30パーセント以内の金額の流用については、この限りではない（一般管理費への他経費から

の流用を除く。）。 

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。 

 

（不正申請又は不正等行為に対する措置） 

第13条 甲は、乙がこの契約の締結に際しての不正の申請（以下「不正申請」という。）又は

委託事業の実施に当たっての不正若しくは不当な行為（以下「不正等行為」という。）をし

た疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。 

２ 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなけ

ればならない。 

３ 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当

たり、必要と認めるときは、乙に通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査（以下「立入調

査」という。）をすることができる。 

４ 甲は、第２項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるとき

は、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。 

５ 甲は、第２項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明ら

かになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返

還を乙に請求することができる。 

６ 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公

表することができる。 

７ 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。 

 

（契約の解除等） 

第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せ

て、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 

 

（違約金） 

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金

額の100分の10に相当する額を請求することができる。 

（１） 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

（２） 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務につい

て履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

（１） 乙について破綻手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75  

     号）の規定により選任された破産管財人 

（２） 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第

154号）の規定により選任された管財人 

（３） 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第

225号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、

何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 

 

（利息金） 

第16条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。 



２ 利息金は、返還金にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日

までの日数に応じ、年利３パーセントの割合により計算するものとする。 

 

（著作権） 

第17条 甲は、この委託事業により取得した著作権を、乙から承継するものとする。 

 

（本委託事業の調査） 

第18条 甲は、必要に応じ、乙に対し、本委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事

項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに

応じなければならないものとする。その際、農林水産省も実地調査を行う場合がある。 

 

（帳簿等） 

第19条 乙は、本委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫

補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。 

２ 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを

行うものとし、新たに物品等を取得した場合には、記帳等の管理を行うものとする。 

３ 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証

拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、乙の文書管理規程等の保存期限の規

定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の４月１日から起算して５年間、整備・保管し

なければならない。 

４ 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合

した委託費の支払実績額を記載しなければならない。 

５ 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が

認めた場合には、当該違反等にかかる委託費の交付を受けることができず、又は既にその交

付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。 

 

（旅費及び賃金） 

第20条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の事業内容

と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該

違反等にかかる委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合に

は、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第21条 乙は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者

に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限り

でない。 

（１） 知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報 

（２） 知得した後、乙の責めによらず公知となった情報 

（３） 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明でき

る情報 

（４） 甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報 

（５） 事前協議により甲の承諾を得た著作物及びその二次的著作物その他事前に甲の同意を得

た情報 

２ 乙は、本委託事業の成果にかかる著作権を甲へ承継した場合には、本委託事業に関する資

料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出しをしてはならない。 

 

（個人情報に関する秘密保持等） 

第22条 乙は、本委託事業に関して知り得た個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ



るもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）を本委託事業の遂行に使用する以外に

使用し、又は提供してはならない。 

２ 乙は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな

らない。 

３ 前二項については、本委託事業が終了した後においても同様とする。 

 

（個人情報の複製等の制限） 

第23条 乙は、本委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保

存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができ

ない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。 

 

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応） 

第24条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握し

た場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生

した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならな

い。 

 

（本委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却） 

第25条 乙は、本委託事業が終了したときは、本委託事業において保有した各種媒体に保管さ

れている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄

を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。 

 

（賠償責任） 

第26条 甲は、乙が本委託事業の実施に当たり被った損害、乙に属する者の損害及び第三者に

与えた損害に対しては、一切の損害賠償の責を負わないものとする。 

 

（その他） 

第27条 この委託契約書に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、甲

乙協議の上、解決するものとする。 

２ 本委託事業に関する訴えの第一審は、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属する

ものとする。 

３ 支援対象課題数等業務量等に大きな変動が生じた場合には、甲乙協議の上、委託費の限度

額及び履行期間を変更する場合がある。 

 

（特約事項） 

第28条 この委託契約書に定める事項以外の特約事項は、第４条第２項に定める事項のほか、

別紙２｢談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項｣に定めるとおりとする。上記

契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有するものとする。 

 

 

委託者（甲） 東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル 2階 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 

理事長  藤本  潔       印 

 

受託者（乙）  

 

 

       印 

  



別紙１ 

 

委託事業の再委託に関する特約条項 
 

（目的） 

第１条 本特約条項は、乙が委託事業をより効果的に遂行するため、委託事業の一部を再委託

する場合の取扱いについて定めることを目的とする。 

 

（再委託の範囲） 

第２条 再委託は委託契約書（以下「契約書」という。）第１条第２号に定める委託事業の内

容の範囲を超えてはならない。 

 

（再委託の条件） 

第３条 乙は、甲の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、秘密の保持及び

個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、契約書第21条から第25条までに規定

する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により第三者に再委託する場合においては、当該第三者に再々委託を

させてはならない。 

 

（報告書） 

第４条 乙は、契約書第５条に定める委託事業実績報告書を事業の履行期限までに再委託先よ

り提出させなければならない。 

 

（著作権） 

第５条 契約書第17条の規定は、再委託の結果生じた著作権について準用する。ただし、著作

権の持分については、乙が再委託先との協議の上、別途定めることができる。 

  



別紙２ 

 

談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項 
 

（談合等の不正行為にかかる解除等） 

第１条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は

一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求

することができる。 

（１） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は第８条の２

（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命

令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項又

は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２） 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その

他従業員を含む。次条第１項第４号及び第２項第２号において同じ。）が刑法（明治40年

法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第

１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、

当該処分等にかかる関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為にかかる違約金） 

第２条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契

約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、

違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２（同法      

第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行

い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行

い、当該納付命令が確定したとき。 

（３） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条

の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４） 乙又は乙の代理人にかかる刑法第96条の３又は第198条若しくは独占禁止法第89条第１

項又は第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、

前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の５に相当する金額を

違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１） 前項第２号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規

定の適用があるとき。 

（２） 前項第４号に規定する刑にかかる確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首

謀者であることが明らかになったとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合にお

いて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除） 

第３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契

約を解除することができる。 



（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除） 

第４条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４） 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

 

（暴力団が関与していない旨の表明確約） 

第５条 乙は、第３条の各号及び第４条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将

来にわたっても該当しないことを確約する。 

 

（暴力団関与の場合の損害賠償） 

第６条 甲は、第３条又は第４条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じ

た損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。 

２ 乙は、甲が第３条又は第４条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生

じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告） 

第７条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力

から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やか

に当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うもの

とする。 

  



 

別紙様式第２号(第５条関係) 

 

委託事業実績報告書 
 

令和  年  月  日 

 

 

公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会  

理事長   藤本  潔  あて 

 

 

住所： 

商号又は名称： 

代表者氏名： 印 

 

 

令和   年   月   日付け委託契約に基づく「農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業

（SBIRフェーズ３基金事業）にかかる経理支援委託業務」について、下記のとおり事業を実施した

ので委託契約書第５条の規定により、その実績を報告します。 

 

 

記 

 

１． 事業実績 

(1) 事業実施方針及び事業の内容 

 

 

 

 

(2) 事業実施期間 

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

 

 

(3)担当者 

 

 

(4) 事業の成果(又はその概略) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．収支精算 

令和○年度 

収入の部                                 (単位:円) 

区    分 精算額(A) 予算額(B) 
比較増減(A-B) 

備  考 
増 減 

委託費 
     

自己負担額 
     

計 
    うち消費税及び地

方消費税の額 

 

 

 

支出の部                                                                (単位:円) 

区  分 精算額(A) 予算額(B) 
比較増減(A-B) 

備  考 
増 減 

Ⅰ 人件費 
     

Ⅱ 事業費 

①旅費 

②会場費 

③謝金 

④備品費 

⑤消耗品費 

⑥印刷製本費 

⑦補助職員人件費 

⑧その他諸経費 

     

Ⅲ 再委託・外注費 
     

Ⅳ 一般管理費 
     

合 計 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式第３号(第８条関係) 

 

概算・精算払請求書 

 
令和  年  月  日 

 

 

公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会  

理事長   藤本  潔  あて 

 

 

住所： 

商号又は名称： 

代表者氏名： 印 

 

 

令和   年   月   日付け委託契約に基づく「農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業

（SBIRフェーズ３基金事業）にかかる経理支援委託業務」について、委託契約書第８条の規定によ

り、下記により交付されたく請求いたします。 

 

 

記 

 
    (当年度請求額等)                                     (単位:円) 

区 分  委託費総額 既受領額 今回請求額 残 額 

委託費      

計      

 

(振込先口座) 

金融機関名 
 銀行 銀行コード(4桁)  

 支店 支店コード(3桁)  

フリガナ  

口座名  

預金種別  

口座番号(7桁)  

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式第４号(第11条関係) 

 

委託事業中止(廃止)申請書 

 
令和  年  月  日 

 

 

公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会  

理事長   藤本  潔  あて 

 

 

住所： 

商号又は名称： 

代表者氏名： 印 

 

 

令和   年   月   日付け委託契約に基づく「農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業

（SBIRフェーズ３基金事業）にかかる経理支援委託業務」について、下記のとおり中止(廃止)をした

いので委託契約書第11 条の規定により承諾されたく申請します。 

 

記 
 

１． 委託事業計画中止(廃止)の理由 

 

２． 中止(廃止)しようとする以前の委託事業実施状況 

(1) 事業内容について 

 

 

(2) 経費について 

 

区分・項目 

 

予算額(円) 

○月○日現 

在支出済額 

（円） 

 

残 額 

（円） 

 

支出予定額 

（円） 

中止(又は 

廃止)に伴 

う不用額 

 

備 考 

       

計       

 
３． 中止(廃止)後の措置 

(1) 委託事業について 

(2) 経費について 

(3) 経費予定明細 

          

区分・項目 支出予算金額(円) 算出基礎(名称・数量・単価・金額) 

   

計   

 

 



 

 

別紙様式第５号(第12条関係) 

委託事業計画変更承認申請書 

 
令和  年  月  日 

 

 

公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会  

理事長   藤本  潔  あて 

 

 

住所： 

商号又は名称： 

代表者氏名： 印 

 

 

令和   年   月   日付け委託契約に基づく「農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業

（SBIRフェーズ３基金事業）にかかる経理支援委託業務」について、下記のとおり計画変更をし

たいので委託契約書第12 条の規定により承認されたく申請します。 

 

記 
 

 

１． 変更する理由 

２． 変更する委託事業計画の内容 

３． 変更した経費区分 

 

※ 記載方法は、別に定める場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し当初計画と変更計画を明確に

区分して記載のこと。 

 

 



別紙様式第１号（第１条関係） 

委託事業計画書 

 

１ 委託事業名 

  農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR フェーズ３基金事

業）にかかる経理支援委託業務（以下「本事業」という。） 

 

２ 目的 

  農林水産業・食品産業の持続的発展に向けて、農林水産業・食品産業が抱え

る様々な課題を解決するためには、生物機能等を利用した独創的な製品・素材

の生産、スマート技術を利用した画期的なシステム改善、カーボンニュートラ

ルを目指す循環型社会システムの確立等が不可欠であり、これらの実現のた

めには、革新的な研究開発を行う中小企業（以下「スタートアップ等」という）

の有する技術を円滑に社会実装に繋げ、イノベーション創出を図ることが必

要である。 

公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会（以下「JATAFF」という。）

は、国の補助金の交付を受け、スタートアップ等が社会実装に繋げるための

大規模技術実証事業を実施するための基金を造成し、基金設置法人として農

林水産省中小企業イノベーション創出推進事業（以下「SBIRフェーズ３基金

事業」という。）を執行しているところである（SBIRフェーズ３基金事業のス

キーム（別紙１）参照）。 

本事業は、SBIRフェーズ３基金事業に採択されたスタートアップ等（以下

「補助事業者」という。）が作成・提出した事業計画等について、的確な予算

執行や必要に則した計画変更等の処理を通じ、同計画の円滑な進捗や目標達

成を確保するため、既に JATAFFが実施している補助事業者への伴走支援に準

じ、毎年度の補助金の執行の不具合が同計画の円滑な遂行を妨げることがな

いよう、経理面からも伴走支援を行うことを目的とする。 

 

３ 事業内容 

（１）契約履行期間 

   令和７年４月１日から令和８年３月 31日 

（２）事業対象 

SBIR フェーズ３基金事業に採択された補助事業者の一部（別紙２）が行

う経理関係手続き事務。 

（３）業務内容 

JATAFF の指導に基づき、補助事業者が作成する各種申請書類等に対する

作成支援業務（以下、ア～キ）及び JATAFFとの調整事務を行う。具体的に

は、「農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業公募要領」、「農林水

産省中小企業イノベーション創出推進事業費補助金交付規程（以下「交付規

程」という。）」、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化につい

て」、その他 JATAFF が別途提示する補助事業の手引き、各種申請書類の記

載マニュアル（以下「業務マニュアル」という。）等（以下「関係規程等」

という。）に基づき、各種申請書類が適正に作成されているかを確認し、計

画変更分の未反映などその内容に不備がある場合には、補助事業者に修正



の指示・提案を行う。指示・提案を経て各種申請書類が修正された場合は、

修正後の各種申請書類を速やかに JATAFF SBIR フェーズ３基金事務局に提

出し、その妥当性やさらなる修正対応の有無等について指示を受ける。 

また、補助事業者が作成・提出した事業計画を的確に踏まえた確認、提案、

指示等の業務が適切に遂行されるよう、本事業で実施するフォローアップ

委員会及び評価委員会にはオブザーバーとして出席し、委員等からの指摘

事項等の正確な把握に努める。 

さらに、これらの経理支援委託業務への従事を通じ、事務上の要改善点を

整理し、業務マニュアルの修正案を提案する。 

 

  ア 交付規程第４条第１項に基づく交付申請書にかかる支援業務 

イ 交付規程第９条に基づく計画変更（等）承認申請書にかかる支援業務 

ウ 交付規程第 10 条第２項に基づく SBIR フェーズ３基金事業費補助金第

三者委託・共同実施契約にかかる届出書にかかる支援 

エ 交付規程第 12条第２項に基づく繰越承認申請書にかかる支援 

オ 交付規程第 13条に基づく状況報告書にかかる支援 

カ 交付規程第 14条に基づく実績報告書にかかる支援 

キ 交付規程第 17条に基づく概算払請求書の支援 

 

（４）事業報告書作成、提出 

事業の実施内容について、事業報告書を作成し、JATAFF が管理するオン

ラインストレージで提出すること。 

   なお、報告書類は、事前に十分な時間的余裕（JATAFF が指定する提出期

限の概ね１か月前）をもって JATAFFに相談すること。 

なお、事業報告書の提出に当たっては、全て収支の根拠となる帳簿類及び

領収書等の証拠書類を併せて提出すること。 

 

４ 事業の実施体制 

  受託者は、本事業の実施に当たって次の体制を確保することとする。 

① 契約の履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい、契約を履行する事

業に従事する個人（以下「事業従事者」という。）を確保すること。 

② 事業従事者が、契約の履行に必要若しくは有用な経歴、知見、資格、業

績等を有すること。 

 

５ 支払額の確定方法 

  JATAFF は、３の（４）で提出された各年度の事業報告書に基づき、必要に

応じて現地調査を実施し、支払額を確定する（なお、当該現地調査の実施に農

林水産省が加わる場合がある。）。 

  支払額は、各年度の「８ 収支予算」の範囲内であって実際に支出を要した

と認められる費用の合計とする。 

  なお、支出額及び内容について厳格に審査し、これを満たさない経費につい

ては、支払額の対象外となる場合がある。 

※本事業の対象とする業務費用区分は、別紙３のとおり。 

 



６ 実施体制 

  ※入札時に提出された実施体制を掲載 

 

７ その他 

（１）受託者は、本事業の実施に当たっては、JATAFF と十分に協議を行い、意

思疎通を図りつつ進めること。 

（２）受託者は、本事業を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しな

くてはならない。 

（３）それぞれの事業状況は、JATAFF の指示に基づき、適宜、書面及び電子媒

体で提出すること。 

（４）本事業の目的を達成するために、本委託事業計画書に明記されていない事

項で、契約履行上確認が必要な事項、又は疑義が生じた事項については、

JATAFFに確認し、その指示を受けるものとする。 

 

  



８ 収支予算 

令和７年度 

収入の部 

（単位：円） 

区  分 予 算 額 備   考 

委託費  消費税○○〇〇円を含み 

 

支出の部 

（単位：円） 

区  分 予 算 額 備   考 

Ⅰ 人件費   

Ⅱ 事業費 

 ①旅費 

②会場費 

③謝金 

④備品費 

(10 万円未満に限る) 

⑤消耗品費 

⑥印刷製本費 

⑦補助職員人件費 

⑧その他諸経費 

  

Ⅲ 再委託費・外注費   

Ⅳ 一般管理費   

消費税額   

合計   

 

  



別紙１ 

事業スキーム 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に基づく指定補助金等と

して、補助金により造成された基金を用いて造成された基金を用いて、フェーズ 3

基金事業を行い、補助事業者の申請に基づき交付します。 

 

注１ 複数年の交付決定合計額に対する補助率  

 

注２ 「中小企業」とは、科学技術・イノベーション活性化法第２条第１４項に規定す

る中 小企業者をいう。また、「スタートアップ」の判断にあたっては、技術の態

様に応じ弾 力的に運用することとし、J-Startup 又は J-Startup 地域版選定スター

トアップを含む。 

 

注３ 「みなし大企業」とは、中小企業者であって、以下のいずれかを満たすものをい

う。  

・ 発行済株式の総数又は出資の総額の２分の１以上が同一の大企業（※）の所

有に属している企業 

・ 発行済株式の総数又は出資の総額の３分の２以上が、複数の大企業（※）の

所有に属している企業 

・ 資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に１００%の株式を保

有されている 企業 

 

※「大企業」とは、事業を営むもののうち、中小企業者を除くものをいう。 た

だし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。 

・ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

・ 廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指

定支援機関 （ベンチャー財団）と基本約定書を締結した者（特定ベンチャー

キャピタル） 

・ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

  



別紙２ 

補助事業者等一覧 

 

 

 

  

区分 事 業 計 画 名 補 助 事 業 者 

１ 
気候変動対策を可能にする拡張ゲノム編集技

術による新種苗の開発・実証 
グランドグリーン株式会社 

２ 

データ駆動型プラットフォーム による育種ビ

ジネスの革新 

ListenField 株式会社 

３ 株式会社フィトメトリクス 

４ 株式会社 Quantomics 

５ 
みどりの食料システム戦略実現に寄与する大

規模有機スマート農場の開発 
株式会社トクイテン 

６ 

革新的乾燥技術「過熱蒸煎機」による、りん

ご搾汁残渣を活用した新たなエコフィード飼

料の開発と経済合理性の確立 

ASTRA FOOD PLAN 株式会社 

７ 
森林由来の新素材「改質リグニン」及びその

樹脂組成物の大規模製造に向けた技術実証 
株式会社木質素研究所 

８ 輸出促進を実現するウニの短期実入改善シス

テムの構築 

株式会社北三陸ファクトリー 

９ 株式会社カロリアジャパン 

10 
玄米粉を高配合した完全栄養パンの開発によ

る国産米粉原料の新規需要創出 
ベースフード株式会社 

11 
穀物のマイナス温度下における乾式超微粉粉

砕方の製造技術の実証 
株式会社フィット&リカバリー 

12 

調理/盛付/食器仕分け業務の自動化とアプリ

によるメニューパーソナライズ、AI を活用し

た厨房オペレーション最適化を通じた次世代

スマート食堂の社会実装 

TechMagic 株式会社 

13 
お米生まれ麹育ちの機能性マイコプロテイン

の商用確立 
Agro Ludens 株式会社 

14 
未利用バイオマス発酵技術を活用したアップ

サイクルグリーンフード素材の量産実証 

株式会社ファーメンステーシ

ョン 

15 
農産物粉末化技術のスケールアップおよび未

利用食品粉末活用の実証 
株式会社グリーンエース 

16 
リアルな肉に近似な次世代食品の実現に向け

た実装化計画 

ディーツフードプランニング

株式会社 



別紙３ 

業務費用区分 

 

（１）本業務の対象とする経費は、業務の遂行に直接必要な経費及び業務成果の

取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりとする。 

 

区  分 内   容 

直接経費 人件費、旅費、会場費、謝金、 

備品費(10万円未満に限る)、消耗品費 

印刷製本費、補助職員人件費、その他諸経費（通

信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等）、

光熱水費（電気、水道、ガス）、設備の修繕・保

守費、文献購入費、広報費等）、再委託費、外注

費 

一般管理費 一般管理費 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

・建物等施設に関する経費 

・業務内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等

の什器類、事務機器等） 

・業務実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

・その他事業に関係のない経費 

 

（３）一般管理費の算出 

   本契約における一般管理費率は、契約の相手方の規程と８％を比較して、

いずれか低い方又は規程がない場合は契約時の直近３ヶ年の損益計算書等

により算出された一般管理費率と８％を比較して、いずれか低い方を上限

とする。 

 

（４）再委託、外注費にかかる精算処理等 

   本契約において、再委託、外注費を計上する業務がある場合は、個別協議

にて決定するものとする。 

   また、グループ企業との取引であることを契約の相手方の選定理由とす

る契約は原則認められず、経済性の観点から、見積合せ等価格競争を行い、

最も低廉な価格を提示した者等を選定すること。 
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